
宿毛市プロポーザル方式実施要綱 
 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、宿毛市が発注する建設工事に関する調査、測量及び設計の業

務のうち、高度な技術又は専門的な知識を必要とする業務の契約に当たり、当該

業務の目的及び内容に最も適した者を選定して随意契約を行う方法（以下「プロ

ポーザル方式」という。）の実施について必要な事項を定めるものとする。 
 （対象業務） 
第２条 プロポーザル方式の対象となる業務（以下「対象業務」という。）は、技術

的に高度なもの、専門的な技術が要求されているもの、又は創意・発想が要求さ

れるため価格だけでの競争になじまないと判断されるもので、市長が適当と認め

るものとする。 
 （参加資格要件） 
第３条 プロポーザル方式への参加者は、次に掲げる資格要件を満たす者（以下「資

格者」という。）とする。 
 （１） 対象業務における市での競争入札参加資格を有していること。 
 （２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（第

１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当しないこと。 
 （３） 宿毛市建設工事指名停止等措置要領（昭和６２年宿毛市告示第１７号）

の規定による資格の取り消しを受けていないこと。 
 （４） 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 
 （５） その他市長が必要と認める要件 
２ プロポーザル方式への参加者が、当該契約締結までの間に前項の参加資格を有

しなくなった場合は、その時点で失格とする。 
 （技術提案書の提出者の選定） 
第４条 市長は、第２条に規定する対象業務を発注しようとする場合は、資格者の

うちから、宿毛市建設工事等指名業者選定委員会の審議を経て、技術提案書の提

出を求める者を選定し、提出要請書（選定型）（第１号様式）を送付するものとす

る。 
２ 市長は、前項の技術提案書の提出を求める者の選定に当たっては、資格者のう

ちから、業務経歴、技術職員の経験等を勘案し、発注しようとする業務に関し十

分な履行能力を有すると認められるものの中から、３者から５者までの範囲内で

選定するものとする。 
３ 市長は、前項の規定に係わらず、必要と認める場合は、技術提案書の提出を求

める対象者の範囲及び参加に必要な要件を決定したうえで、公募により選定（以



下「公募型選定」という。）することができるものとする。ただし、公募による選

定を行う場合は、技術提案書の提出を求めるため、次条に掲げる事項を記載した

提出要請書（公募型）（第２号様式）を告示するとともに、当該告示の内容を宿毛

市ホームページにおいて公表するものとする。 
４ 前２項の規定に基づき選定した場合において、市長は選定者に対しては選定通

知書（第３号様式）により、非選定者に対しては非選定通知書（第４号様式）に

よりそれぞれ通知するものとする。 
 （提出要請書の内容等） 
第５条 市長は、第４条第１項及び第３項ただし書に規定する技術提案書の提出要

請書に次に掲げる事項を記載するものとする。 
 （１） 業務の詳細な説明 
 （２） 技術提案書作成上の留意事項及び様式 
 （３） 技術提案書受領期限、提出場所、提出方法 
 （４） 技術提案書を特定するための評価基準 
 （５） 提出要請書の質疑、受付方法、受付窓口、受付期間及び回答方法 
 （６） 技術提案書に関するヒアリングに関する事項 
 （７） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 
２ 公募型選定を実施する場合は、提出させた技術提案書の書類審査により５者を

選定し、ヒアリングを行うものとする。 
（プロポーザル方式業者特定委員会の設置） 
第６条 技術提案書の提出を求める者の選定、技術提案書を特定するための評価基

準の決定及び評価基準に基づき最適な者を特定するため、プロポーザル方式業者

特定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
２ 前項に規定する委員会は、宿毛市建設工事等指名選定委員会規程を準用する。

ただし、必要に応じて第三者を委員に加えることができるものとする。 
（技術提案書の特定） 

第７条 技術提案書の具体的な特定方法については、委員会において決定しておく

ものとする。 
２ 市長は、技術提案書において提案された当該業務に対する有効な提案について

は、実現可能性等を考慮し、業務仕様書に反映させるものとする。 
３ 市長は、提出された技術提案書について、第５条第４号に規定する技術提案書

を特定するための評価基準に基づき委員会の審議を経て、当該業務について技術

的に最適な技術提案書を特定するものとする。 
４ 市長は、前項の規定により特定した技術提案書の提出者に対して、特定した旨

を特定通知書（第５号様式）により通知するものとする。 



 （非特定理由の説明） 
第８条 市長は、技術提案書を提出した者のうち技術提案書の提出者として特定し

なかったものに対して、技術提案書を特定しなった旨及び理由を非特定通知書（第

６号様式）により通知するものとする。 
２ 前項の規定による通知を受けた者は、通知を受けた日かの翌日から起算して５

日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、日

曜日及び土曜日（以下「休日」という。）を含まない。）以内に、書面により、市

長に対して非選定理由についての説明を求めることができるものとする。 
３ 市長は、前項の規定により非選定理由についての説明を求められたときは、当

該日から５日（休日を含まない。）以内に書面により回答するものとする。 
 （情報の公表） 
第９条 プロポーザル方式においては、審査の公平性、透明性及び客観性を確保す

るため、契約締結後に特定業者名、特定理由及び契約金額を公表するものとする。 
 （その他） 
第１０条 参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負

担とする。 
２ 市長は、参加表明書及び技術提案書を提出者の許可無く使用してはならない。 
３ 技術提案書に虚偽の記載をした場合は、当該技術提案書を無効にするとともに、

虚偽の記載をした者に対して入札参加資格停止を行うことがある。 
   附 則 
 この告示は、平成２０年９月２５日から施行する。 



第 1 号様式（第 4 条関係） 
 

提出要請書（選定型） 
番   号 

  年  月  日 
            様 

宿毛市長         ㊞ 
 
 プロポーザル方式に基づく               業務についての特定手

続き開始に当たり、貴社を技術提案書の提出者として選定したので次の要領で技術提案

書を提出してください。尚、参加の意思がない場合はその旨書面にて回答をお願いしま

す。 
１ 業務の詳細な説明 

     別紙説明書及び仕様書のとおり 
２ 技術提案書作成上の留意事項及び様式 
  別紙説明書のとおり 
３ 技術提案書受領期限、提出場所、提出方法 

提出方法： 
提出場所： 
受領期限：     年  月  日（ ）までに持参すること。 

   ４ 技術提案書を特定するための評価基準 
 別紙説明書のとおり 

５ 提出要請書の質疑受付方法、受付窓口、受付期間及び回答方法 
受付方法： 
受付窓口： 
受付期間：     年  月  日（ ）～    年  月  日（ ） 
回答方法： 

   ６ 技術提案書に関するヒアリングに関する事項 
     ヒアリングについては、提出された技術提案書の中から書類審査により、５者

を対象者として選定する。 
７  その他 

    （1）技術提案書の作成及び提出に要する費用は、資料提出者の負担とするも

のとする。 
    （2）特定しなかった技術提案書は、提出者に返却するものとする。 
    （3）技術提案書は、虚偽の記載をした場合は、当該技術提案書を無効にする

とともに、虚偽の記載をした者に対しては、入札参加資格停止を行うこと

がある。 
 
備 考 
 説明書及び仕様書については、各案件に応じて別に定める。 



第 2 号様式（第 5 条関係） 
提出要請書（公募型） 

 
番   号 

  年  月  日 
 
 

宿毛市長         ㊞ 
 
  本日より、プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント業務「       」につ

いて、公募による手続き開始しますので、参加意志のある者は技術提案書を提出してくだ

さい。尚、技術提案書の提出者は、下記の資格条件を満足する必要があります。 
１ 技術提案書の提出者に要求される資格 
 （1）技術提案書の提出者に要求される資格 

① ○○○○○ で、宿毛市に一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査申請書

を提出し、宿毛市契約規則（昭和 45 年規則第 19 号）第 23 条の第 2 項の規定によ

る資格者登録名簿に登録されている者。 
② 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項に該当しない者であること。 
③ 本日以降に建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要領（昭和 62 年 5 月 1 日）

に基づく指名停止を受けている期間がないこと。 
２ 技術提案書に関する事項 
（１） 業務の詳細な説明 

     別紙説明書及び仕様書のとおり 
（２） 技術提案書作成上の留意事項及び様式 

  別紙説明書のとおり 
（３） 技術提案書受領期限、提出場所、提出方法 

提出方法： 
提出場所： 
受領期限：     年  月  日（ ）までに持参すること。 

 （４） 技術提案書を特定するための評価基準 
 別紙説明書のとおり 

（５） 提出要請書の質疑受付方法、受付窓口、受付期間及び回答方法 
受付方法： 
受付窓口： 
受付期間：     年  月  日（ ）～    年  月  日（ ） 
回答方法： 

  （６） 技術提案書に関するヒアリングに関する事項 
（７）  その他 

   （ア）技術提案書の作成及び提出に要する費用は、資料提出者の負担とするもの

とする。 



   （イ）特定しなかった技術提案書は、提出者に返却するものとする。 
   （ウ）技術提案書は、虚偽の記載をした場合は、当該技術提案書を無効にすると

ともに、虚偽の記載をした者に対しては、入札参加資格停止を行うことがある。 
 

備 考 
 説明書及び仕様書については、各案件に応じて別に定める。 



第 3 号様式（第 5 条関係） 
 
      

選定通知書 
                                   番   号 

  年  月  日 
 

        様 
 

 
宿毛市長        ㊞ 
 

  年  月  日付けで提出がありました業務のプロポーザル方式に係る手続へのヒア

リング対象者として、選定しましたので通知します。 
 
 
 

公示日   年  月  日 

 

業務名 

 

  年度 

 

ヒ ア リ ン グ

日 時 場 所

  年  月  日（ ） 宿毛市役所○○ 

  時  分～ 

 



第 4 号様式（第 5 条関係） 
 

非選定通知書 
 

  番   号 
年 月 日 

          様 
 

宿毛市長        ㊞ 
 
 

年  月  日付で提出がありました業務のプロポーザル方式に係る選定手続きへのヒ

アリング対象者として、次のとおり選定しないことに決定したので通知します。 
 
 
 
 
公示日  

業務名  

選定しない理由  

 
 



第 5 号様式（第 7 条関係） 
 

特定通知書 
 

番   号 
  年  月 日 

 
              様 
 

宿毛市長       ㊞ 
 

 年 月 日付けで提出していただきましたプロポーザル方式に係る業務の技術提

案書を審査した結果、貴社に特定しましたので通知します。 
 
 
 

業務名： 
 



第 6 号様式（第 8 条関係） 
 

非特定通知書 
 

番   号 
  年  月  日 

 
              様 
 

宿毛市長        ㊞ 
 
 

  年  月  日付で提出していただきましたプロポーザル方式に係る業務の技術提案

書を審査した結果、次のとおり特定しなかったので通知します。 
 

業務名  

選定しない理由  

 
※ 宿毛市に対しては、特定しない理由についての説明を求めることが出来ます。 

この説明を求める場合は、    年  月  日までに      へその旨を記載した書

面を提出してください。 
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